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朝倉市老人福祉センター指定管理者募集要項 

 

１ 指定管理者の募集 

    朝倉市では、公の施設である朝倉市老人福祉センターの管理を行う指定管理

者を募集します。 

   なお、指定管理者制度については、この要項に定めるもののほか、次の規程を

参照してください。 

(1) 地方自治法 

(2) 朝倉市老人福祉センター条例 

(3) 朝倉市老人福祉センター条例施行規則 

(4) 個人情報の保護に関する法律 

 

２ 施設の概要 

 (1) 名称 

      朝倉市老人福祉センター 

  (2) 所在地 

名  称 所 在 地 

朝倉市朝倉老人福祉センター 朝倉市宮野 2047 番地 1 

朝倉市杷木老人福祉センター 朝倉市杷木寒水 99 番地 2 

  (3) 施設の設置目的 

      老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 15条第 5項（国及び都道府県以外

の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉センタ

ーを設置することができる。）の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ず

るとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合

的に供与するため、朝倉市老人福祉センターを設置する。 

  (4) 施設の概要 

◇朝倉市朝倉老人福祉センター（昭和 50 年 12 月竣工） 

①構   造 鉄筋コンクリート造り２階建て 

②敷地面積 ２，０９６㎡ 

③建築面積   ９２９㎡ 

④延床面積 １，１３１㎡ 

事務室、集会室、会議室１・２、調理室、娯楽室、健康相談室、機能訓練室 

◇朝倉市杷木老人福祉センター（昭和 54 年 2 月竣工） 

①構   造 鉄筋コンクリート造り２階建て 

②敷地面積 ２，０４４㎡ 

③建築面積   ８３５㎡ 

④延床面積 １，０６０㎡ 

       事務室、集会室、研修室１・２・３、和室１・２・３、図書室、待合室、厨房 
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 (5) 利用時間及び休館日等 

   利用時間：午前 9 時から午後 5 時まで。ただし、事前に利用の許可を受けた  

場合は、午後 10時まで利用できるものとします。 

   休館日等：毎週土・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び

12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで。ただし、事前に利用の許可を

受けた場合はこれを変更することができるものとします。 

 

３ 指定管理者が行う業務 

  (1) 施設利用の許可、不許可、許可取り消し等に関する業務 

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(3) 使用料の徴収業務 

(4) その他市長が管理上必要と認める業務 

 

４ 利用料金等に関する事項 

 (1) 利用料金制度 

   利用料については、朝倉市老人福祉センター条例第１７条の規定により、指定

管理者の収入とします。したがって、指定管理者は施設の運営にあたって、自主的

な営業努力を発揮する必要があります。 

 

５ 管理運営に関する経費 

 (1) 指定管理料の支払いについて 

   当該施設の管理運営にかかわるすべての経費は、利用料金、朝倉市が支払う

指定管理料及びその他収入を充てるものとします。 

   朝倉市が支払う指定管理料は、毎年度の予算の範囲内において指定管理者に

支払うこととしますが、具体的な額や支払方法等は、協議の上、年度ごとに協定で

定めることとします。 

 (2) 指定管理料の実績 

   平成２７～平成３０年度  年額 ９，４６２千円 

   令和元年度  ９，５４９千円 

   令和２・３年度 ９，８５７千円 

   令和４・５年度 ９，９２３千円 

 (3) 令和７年度から令和１１年度までの指定管理料 

   ５ヶ年分 ５３，８９３千円以内 

 

６ 指定期間 

    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間とします。ただし、この指定

期間は、議会の議決により確定します。 

   また、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあ 
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ります。 

 

７ 申請資格 

    指定管理者として申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、次の（１）から

（３）までの要件をすべて満たしている必要があります。 

  (1) 朝倉市内に本社、または営業所等を有する法人又は団体であること（個人で

は申請できません。） 

  (2) グループで申請する場合は、代表団体を定めること（ただし、単独で応募した

団体はグループの構成員となることはできません。また、同時に複数のグループ

の構成員となることもできません）。 

  (3) 申請者は次のア～キのいずれにも該当しないこと（グループで申請する場合

は、全ての構成員について該当しないこと）。 

    ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者（一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破

産者で復権を得ない者）  

   イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により本市における一般競争

入札の参加を制限されている者 

   ウ 朝倉市が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指

名競争入札について指名留保又は指名停止措置を受けている者 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）、破産法（平成１６年法律第７５号）、商法（明治３２年法律第４８号）の規

定に基づき、会社の再建や清算の手続きを行っている者 

オ 都道府県税、市町村税等を滞納している者 

カ 役員（法人でない団体の代表者又は管理人を含む）が、禁固以上の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経

過しない者 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者 

ク 地方自治法第９２条の２（議員の兼業禁止）、第１４２条（長の兼業禁止）、第

１６６条（副市長の兼業禁止）、第１８０条の５（委員会及び委員の兼業禁止）に

該当する者 
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８ 選定方法 

(1) 選定基準 

朝倉市老人福祉センター条例第 15 条及び同規則第 11 条等による基準 

 選定項目 審査項目 審査内容 

基

本

審

査 

利用者の平等

利用が確保さ

れること（条例

第15条第1号） 

施設の設置目的と

管理方針 

施設の設置目的への理解 

申請団体の管理運営方針の妥当性 

公平・平等な利用の

確保 

関係法律、条令に基づく管理基準の遵守 

収益事業等偏りの有無 

特定団体等への優遇のおそれの有無 

個

別

審

査 

関係法令及び

条例の規定を

遵守し、適切な

管理ができるこ

と（条例第 15条

第 2 号） 

施設の維持管理の

適格性 
維持管理の水準の確保 

利用者の確保 

施設の設置目的に沿った利用促進の取組み 

市民、地域、関係団体、ボランティア等との連

携 

施設の設備、機能の習熟度と活用 

安定した経営

基盤を有してい

ること（条例第

15条第 3 号） 

安定的な運営が可

能となる人的能力の

確保（規則第 11 条

第 1 号） 

職員体制と人員配置 

責任体制、組織体制の整備 

職員の指導育成、研修体制 

安定的な運営が可

能となる財政基盤の

確保 

申請団体の財政状況 

事業実施状況 

運営実績 実績の有無と評価 

管理にかかる

経費の縮減が

図られるもので

あるか（指針） 

管理運営にかかる

経費の効率化 
節減策とかかる費用の妥当性 

収支計画の適格性 収入、支出の積算方法や根拠 

その他 

市内に事務所を有する法人（規則第 11 条第 2号） 

指定管理業務について、相当の知識及び経験を有するものを従事さ

せることができること（規則第 11 条第 3号） 

指定取り消しの有無（規則第 11 条第 4号） 

安全対策、危機管理（指針） 
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  (2) 選定方法 

    事業計画書等の申請書類について、ヒアリング等を実施した上で評価し、朝倉

市老人福祉センター指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の意

見を聴いて、指定管理者の候補者を選定します（１０月下旬～１１月初旬予定）。 

 

９ 指定管理者の指定及び協定等の締結 

  (1) 指定議決 

      選定委員会による審議の結果（意見）を聞いて、市長が候補者を選定し、議

会に提案します。提案する内容は、①施設の名称、②指定管理者の住所・氏

名、③指定期間です。 

  (2) 協定等の締結 

       議会の議決を経て、指定を通知した後に、朝倉市と協定等を締結します。 

 

10 指定管理者と市の責任分担等 

    朝倉市と指定管理者との責任分担は、概ね次のとおりとし、詳細は協定等で定 

めます。 

 

分 類 内   容 
リスク分担 

市 指定管理者 

制度・法令関

連リスク 

管理運営に必要とされる法制度・許認可の新設

・変更に関するコスト変動 
 ○ 

指定管理制度に影響を及ぼす法令変更に関す

るコスト変動（※１） 
○ 〇 

広く事業者全般に影響を及ぼす税制度の変更

に関するコスト変動 
〇 ○ 

物価リスク 
指定期間中の物価・人件費のインフレ・デフレ

（※２） 
 ○ 

金利リスク 指定期間中の金利変動  ○ 

不可抗力リスク 天災地変、暴動などによる業務変更または中止 ○ ○ 

需要変動リスク 

施設機能の一部廃止などの、市の事由による利

用者減、収入減 
○  

指定管理者のサービス低下等による収入減 

 
 ○ 

運営リスク 
管理運営上の瑕疵に起因する収入減  ○ 

施設、設備の不備や火災等に起因する収入減 ○ ○  

設備構造リスク 
管理上の瑕疵による施設・設備の損傷等（※３）  ○ 

上記以外による施設・設備の損傷等及び不備 1件5万円 ○ 
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以上 

損害賠償リスク 

管理運営上の瑕疵による事故及びこれに伴う利

用者への損害 
 ○ 

施設・設備の不備による事故及びこれに伴う利

用者への損害 
○ ○ 

火災保険の付保 ○  

傷害・損害賠償責任保険の付保  ○ 

債務不履行リ

スク 

市の協定内容の不履行 ○  

指定管理者による業務及び協定内容の不履行  ○ 

（※１） 指定管理者制度に影響を及ぼす法令変更に関するコスト変動（法令の改 

正） 

 ・施設の管理運営行為そのものに影響を及ぼすものは、市がそのリスクを 

負うものとします。 

・管理運営に必要とされる許認可等を必要とする場合のリスクは、指定管 

理者が負うものとします。 

（※２） 指定期間中の物価・人件費のインフレ・デフレ（物価リスク） 

      ・収支計画に多大な影響を与えるものについては、市と指定管理者で協 

議します。 

（※３） 管理上の瑕疵による施設・設備の損傷等（設備構造リスク） 

    ・設備及び備品が、指定管理者の故意・過失、協定書等に定められた管 

理を怠ったことにより毀損・滅失した場合は、金額の多寡にかかわらず指 

定管理者が購入、修繕等を行うこととします。 

 

11 事業報告書の提出 

     毎事業年度終了後、指定管理者は施設管理業務に関する事業報告書を提出

してください。事業報告書に記載する主な事項は次のとおりで、詳細は協定等に

定めることとします。 

① 管理業務の実施状況 

      ② 朝倉市老人福祉センターの利用状況 

      ③ 管理経費及び料金収入の実績 

 

12 調査、指示及び監査等 

  (1) 調査、指示等 

朝倉市は、指定管理者による朝倉市老人福祉センターの管理の適正を期す

るため必要があると認めるときは、指定管理者に対して、当該管理の業務又は

経理の状況に関し報告を求め、実地調査を行い、又は必要な指示をすることが

できるものとします。 
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  (2) 監査 

朝倉市の監査委員等が朝倉市の事務を監査するのに必要とした場合、指定

管理者に対して出頭を求め、調査し、又は帳簿書類その他の記録の提出を求

めることがあります。 

 

13 指定の取り消し等 

    指定管理者が必要な指示に従わないとき、その他指定管理者による管理を継続 

することが適当でないと認めるときは、朝倉市はその指定を取り消すことがありま 

す。 

指定管理者の指定の取り消しにより朝倉市に損害が発生するときは、朝倉市は

その損害の賠償を請求することができるものとします。 

 

14 募集要項等配布期間  

令和６年９月２０日（金）～令和６年１０月１１日（金）午後５時まで 

 

15 申請書類 

「申請にかかる提出書類一覧（別添１）」により作成、提出してください。Ａ４版で

作成し、正本１部、副本１２部を提出してください。 

 

16 現地説明会  

日時：令和６年９月２７日（金）午後２時３０分～実施 

朝倉市杷木老人福祉センター→朝倉市朝倉老人福祉センター 

※応募者は、現地説明会に必ず参加してください。（令和６年８月からの募集時  

に参加した場合を除く）なお、欠席の場合は、基本的に当該募集に参加できな

いため、ご注意ください。 

※現地説明会を希望する場合は、令和６年９月２６日（木）午後３時までに、別 

紙１によりお申込みください。（FAX もしくはメール） 

 

17 申請期間（書類の受付期間） 

    令和６年９月２０日（金）から令和６年１０月１１日（金）までの、午前８時３０分から

午後５時まで（土曜、日曜、祝日を除く）とします。郵送の場合は、配達証明付書留

郵便とし、受付期限までに到着するようにしてください。 

   なお、本件の申請に関する一切の費用については、申請者の負担とします。 

 

18 申請及び現地説明会に関する質問 

  受付期間：令和６年９月２０日（金）～令和６年１０月１日（火）午後５時まで 

  受付方法：質問票（別紙２）に記入の上、FAX 又は電子メールで提出 

   F A X：０９４６－２３－１５３６ 
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   E - m a i l：kaigo-sien@city.asakura.lg.jp 

   回答方法：市ホームページにて回答します。 

 

19 申請書類の提出先及び問い合わせ先 

    〒８３８‐８６０１ 福岡県朝倉市菩提寺４１２－２ 

   朝倉市役所 保健福祉部 介護サービス課 高齢者支援係 

   電 話：０９４６－２８－７５９０（直通） 

   Ｆ Ａ Ｘ：０９４６－２３－１５３６ 

   E - m a i l：kaigo-sien@city.asakura.lg.jp 

mailto:kaigo-sien@city.asakura.lg.jp
mailto:kaigo-sien@city.asakura.lg.jp
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別添１ 

申請にかかる提出書類一覧 

 

 書 類 名 説 明 

１ 朝倉市老人福祉センター指定管理者指定申請書 
様式第４号（第１０条

関係） 

２ 
定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類（団

体の目的、組織及び運営の方法を示す書類） 
 

３ 

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算

書、利益処分に関する書類及び財産目録又はこれ

らに準ずる書類（業務の内容、経営の状況を明ら

かにする書類） 

直近３ヶ年分 

４ 法人の登記事項証明書 ３ヶ月以内のもの 

５ 事業計画書 
様式第５号（第１０条

関係） 

６ 指定期間５年間の年度別収支計画書 

様式第６号（第１０条

関係） 

※令和７年度～１１年

度の５ヶ年分（年度毎

に１枚提出） 

７ 
県税の納税証明書、市税の納税証明書、国税の納

税証明書 

様式７又は様式８（市

税の納税証明書） 

８ 役員等調書及び照会承諾書 

様式９ 

指名願を市へ申請して

いる場合は不要 

 ※１ 申請者において様式第５号及び様式第６号の要件を満たす書類を作成した

場合は、これをもって当該様式に代えることができます。 

   ２ 証明書類は、証明年月日が３ヶ月以内のもので、それぞれの発行官公署にお

いて定めた様式を使用してください（写しでも可）。 


